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１． はじめに 

巨大地震に備えるため、既存家屋の耐震性向上の必要

性が指摘されている. しかし，既存家屋の耐震化は十分
進んでいるとは言いがたい．様々な問題点が考えられる

中で1）2)、本研究では、家計は工事期間中の企業が投入

する努力情報だけでなく、耐震改修設計，施工後の成果

情報（達成された家屋の脆弱性）に関しても観察するこ

とは容易ではない、工事の質に関する「事後確認の困難

性」に着目する．このとき、企業は機会主義的な行動を

容易にとることが可能であり，それを初めから予想する

家計は耐震改修を依頼しないであろう．本研究ではこの

「事後確認の困難性」に焦点をあて，企業のモラルハザ

ード問題を解消しうる性能照査に基づく耐震改修契約に

ついて分析する．なお，ここで言う性能照査とは，設計

段階で家計の提示した要求性能を満たしうる設計図書で

あるか否かの検査を行い，施工段階で設計図書通り施工

がなされたか否かの検査を行う二段階の検査を指す．ま

た、多くのモラルハザードを扱ったモデルではインセン

ティブを付加するためのリスクシェアリングに分析の焦

点が当てられているが、本研究ではそれらのモデルと異

なり、検査精度の低下が及ぼす影響を効率性、契約の成

立可能性の観点から分析を行っている点が特徴的である．        

以下，２章では社会的最適な耐震改修契約モデルを定式

化，分析する．３章では家屋の脆弱性を家計が観察可能

（かつ立証可能）である場合の耐震改修契約を分析する．

４章では事後確認の困難性下において性能照査を導入し，

その効率性，契約の成立可能性について分析し、最後に

５章でまとめ及び今後の課題について言及する． 
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２．社会的最適耐震改修契約モデル 

 

（１）モデル化の前提条件 

耐震改修の依頼を行う一家計（principal）と依頼を
受ける一企業(agent)が耐震改修契約を締結する場合を
考える．耐震改修は耐震改修設計と耐震改修施工に分け

られ、企業の選択する設計，施工に対する努力水準をそ

れぞれ 、 とするde ce (0 , 1)d ce e≤ ≤ ．次に、耐震改修

設計の成果である設計図書の質は の二種類

を仮定する． は適正なレベルの設計水準を有した設

計図書で，適切な施工(

1 0{ , }q q q∈

1q
1ce = )により家計の要求性能を

満たす家屋の脆弱性が実現される設計図書を表す．一方，

は適正なレベルに到達していない設計図書であり，

施工努力水準に関わらず家計の要求性能は達成されない

ものとする．設計図書の質 が実現する確率

は、企業が選択する設計努力水準 の関数として

以下のように仮定する． 
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耐震改修施工後に実現される家屋の脆弱性(倒壊確率)
の二種類を仮定する( )．なお，家

屋の脆弱性 は，耐震改修によって実現される家屋の

脆弱性が家計の要求性能を満たす場合の家屋の脆弱性で

ある．また， は要求性能が満たされない場合の家屋

の脆弱性を表し，耐震改修を依頼しない場合の家屋の脆

弱性と同一であることを仮定する．すなわち、家計の要

求性能が施工後に達成されない限り、耐震性の向上は認

められないものとする．施工に用いる設計図書の質が

のとき、家屋の脆弱性 が実現さ

れる条件付確率 は、企業が選択する施工努力水

準 の関数として以下のように仮定する． 
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次に、企業の設計・施工費用関数をそれぞれ各努力

水準の関数として 、 で表す．なお、設計、

施工費用関数に関して , ，

( )d dC e ( )c cC e

0dC ′ > 0dC ′′ < (0)dC ′ = ∞ , 
, , ,(1) 0dC ′ = 0cC ′ > 0cC ′′ > (0) 0cC ′ = (1)cC ′ = ∞を仮

定する．ここで設計費用関数は、設計が知識ベースの作

業である点を考慮して、凹関数を仮定している点は留意

する必要がある．また、家計は企業に対して合理的期待

予測を行うものとし、家計、企業ともにリスク中立的で

あることを仮定する． 
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図－1.  社会的最適モデル   

（２）モデル化 

社会的最適モデルを社会厚生を最大化したモデルとして

定式化する．家屋の脆弱性が のとき、家計

の期待効用 は以下の式で表される．  

                 (3)   
なお

1 0{ , }Q Q Q∈

( )U Q
( ) ( ) (1 ) ( )U Q rQu x L rQ u x= − + −

x、r、Lはそれぞれ家計の初期資産，地震の発生
確率，被災した場合の被害額を表す．このとき、家屋の

脆弱性が から に低下することによる家計の期待利

得の増加は で表される．ま

た、ここでは再設計、再施工を許容する．すなわち、施

工後に要求性能を満たさなかった場合や、設計後に設計

図書の質が低いと判明した場合は再度、設計、施工を行

えるものとする．図 1 はモデル化された社会的最適な
耐震改修契約の構造を表す．図１中の各状態に対応した

価値関数を とおくとき、社会厚生最大化

問題は以下のように定式化される.  
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３）社会的最適契約 

式(4)を解くことにより以下の結果が導かれる． 
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会的に望ましく、設計

努力水準に関しては最大の努力水準 1de = を選択するこ

と、施工努力水準に関しては

のとき，耐震改修契約の成立は社

* *( ) ( )c c c cC e C e′ を満た

す努力水準 *
ce を選択し、要求 るまで

施工を繰り返すことが社会的に望ましい、という結果が

導かれる．また、 *
0 1( ) ( ) (1) 0c c drL Q Q C e C′

*
ce =

性能 が実現され1Q

− − − < のと

き、耐震改修契約は

 

社会的に望ましくない． 

３．家屋の脆弱性が観察可能な状況下の耐震改修

 

（１） モデル化の前提条件 

家計は 観察可能、企業の投

入

る

デル化 

図 状況下における耐震

、

d

c

e

契約モデル 

実現された家屋の脆弱性を

する努力水準を観察不可能であることを仮定する．こ

れは基本的なモラルハザードモデルの仮定に対応する．

ただし、ここでの重要な仮定として、家計は要求性能が

企業により満たされた場合に限り、企業に対して対価

wを支払う契約を結ぶことが可能であることを仮定す
．また、企業は再設計、最施工を許容されているもの

とする．  

（２） モ

2は家屋の脆弱性が観察可能な
改修契約モデルの構造及び論理的順序を表している．初

めに家計は企業に対して、要求性能及び対価 1( , )Q w を
提示する．対価wは耐震改修市場の形態、た 完

全競争市場など、に依存して定まるものとする． 次に
企業は契約の受諾、拒否に関する意志決定を行い、受諾

時は設計、施工を行う．このとき、企業の図2中の各
状態における意志決定は以下のように定式化される． 

とえば
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先のモデルで示したように、家計が家屋の脆弱性さえ

観察可能であれば、社会的最適な耐震改修契約は成立す

る.しかし、家計が達成された家屋の脆弱性を直接、確

認・判断することは非常に難しい．そ

者機関をここでは導入する．ただし、第三者機関

て

ある．そのため、ここでは比較

関による検査情報に基づき行動することを仮定し、ま

た，設計，施工の二段階の検査を通過した時に限り，家

計から企業に対して対価が支払われることとする． 
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図－2.  事後確認可能な状況下における 
耐震改修契約モデル 
３）均衡解 
(5)を解くことにより、以下の均衡解が得られる． 
約が成立する場合に企業が選択する努力水準を

とすると、それぞれ以下の関係式を満たす． 
                   （7)  

,o o
d ce e

1o
de =

( ) ( )o o o
c c c c cC e C e e′ =             (8)   

なわち、契約が成立するとき、企業が選択する努力水

ちらも社会的最適な努力水準に一致

る．また、家計が提示した契約を受諾する条件式は以

の式で与えられる．

は、設計、施工ど

 

( ) (1) 0≥                  (9) o o
c c c dw C e e C− −

に家計は要求性能 が達成された場

                        (10) 

件式(6)(7)より、以下の不等式が
oe′

ばれる場合はその にも望ましいことがわ

る．また、対価 は企業

決定する

場の形態は、耐震改修契約の成立によって発

の分配に影響を及ぼすだけで、企業

（２）モデル化 

1Q 合に限り、期待

得は増加し、さらに企業に対して対価wを支払う．
って以下の条件式を満たす場合に、家計は企業に対し

契約を提示する． 

0 1( )rL Q Q− ≥ w

成立する． 

0 1( ) ) (1) 0c c drL Q Q C C− − − ≥              (11) 

の条件式は社会的に耐震改修が望ましい場合の条件式

5)と一致しており、家計と企業の間で耐震改修契約が
契約が社会的

(

w の選択する努力水準に影響

及ぼさないこともわかる．すなわち、対価を

生する利

が投入する努力水

の効率性には影響を及ぼさない． 

．性能照査に基づく耐震改修契約モデル 

（１） モデル化の前提条件 

設計検査結果を jm ，施工検査結果を jM とそれぞれお

く( 0 ,1j = )．なお， 1j = のとき検査通過を意味する．

ここでは設計検査，施工検査，各検査において，第三者

機関は質の高い設計・施工に対しては完全に見抜くこと

が出来るが，質の低い設計・施工に対してはそれぞれ確

率α , β でしか を仮定する．

企 選択した際の検査結果 が提示

条件付確率 はこのとき，以下のよう

m e e e

見抜くことが出来ないこと

業が努力水準 de を jm

される ( | )d j dm eσ
に表される． 
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耐震改修施工に対する努力水準 ce が選択されたときの，
シグナル j

 

M が提示される条件付確率 ( | )c j cM eσ を以

下のように表される． 

c c1( | ) (1 )(1 )ccM e e eβ= + − −          (14) 
0( | ) (1 )c c c

σ
M e eσ β= −                   (15) 

なお，これらは家計，企業の共通

約モデルの論理的順序および，全体の構造を示したもの

数

知識とする．図３は契

である．各状態に対応した価値関 をそれぞれ iW (i =  
1, ,6)とおくと、各価値関数は以下の る． 式で表
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１

のとき、企業は  を選択し，施工検査を

通過するまで企業は が最適となる．なお、

は

1de = , **
c ce e=

施工を行うの
**
ce ** ** **

1( ) ( ) ( | )c c c c c cC e C e M eβ σ′ =  

き、 * **
c ce e≥ が成立する．また、上

い時，耐震改修契約は結ばれない．

を満たす．

このと 記の条件を満

たさな  

 

（３）検査精度の及ぼす影響 

1α = 、 1β = を代入した時，均衡解は社会的最適解

．す わち，性と全く同一となる な 能照査の枠組みで社会

的最適が実現可能であることがわかる．しかし，

1α < のとき，家計 が成立するた

めの新しい制約条件

と企業の間で契約
(1) (0)

(1)
d d

d

C C
C

α −
≥ が必要となる． 

この不等式を等号で満たすα は，契約成立のため

の閾値の役割を果たし，このα 以上の設計検査精

度でなければ契約は成立しない．一方で，施工検

査精度 β に関しては高ければ高いほど、企業の選

択する施工努力水準は社会的最適な施工努力水準

に近づくことが分かる．なお、対価wは先のモ
、企業の選択する努力水準には影響を及ぼ

さない． 

デ

ル同様

 

．

かる．また、ここでは検査費用に関して明示的に扱って

いないが，いかに検査費用を節約するか、どの主体が負

担すべきか等は非常に重要な問題である．これらは今後

の課題としたい． 
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図－3.  性能照査を用いた耐震改修契約モデルの構造及び論理的順序 


